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告   示 

奈良市告示第 421号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 5年9月20日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 5年9月13日 

3 移動対象区域 

 近鉄西ノ京駅周辺、近鉄新大宮駅周辺、JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 5年9月20日掲示済） 

 

奈良市告示第 422号 

令和 5年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで

きないので、地方税法（昭和 25年法律第226号）第20条の2及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第 12号）第

6条の規定により、次のとおり公示送達します。 

なお、この公示送達に係る関係書類は総務部市民税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば、い

つでも交付します。 

令和 5年9月21日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

令和 5年度市・県民税納税通知書 

2 送達をすべき文書の発送年月日 

別紙に記載 

3 送達を受けるべき者 

別紙に記載 

別紙省略 

（令和 5年9月21日掲示済） 

 

奈良市告示第 423号 
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 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 5年9月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 5年3月28日 奈良市指令整開 第22A-38号 

令和 5年8月17日 奈良市指令整開 第22A-38-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和5年9月26日 第1861号 

公共施設 令和5年9月26日 第936号 

3 開発区域に含まれる地域 

 奈良市朱雀六丁目15番5、15番7及び15番8 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市歌姫町 1241番地 

池田 好文 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

道路：奈良市朱雀六丁目15番 5、15番7及び15番8の各一部 

（令和 5年9月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 424号 

 令和 5年度奈良市介護保険料決定通知書について、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することが

できないので、奈良市介護保険条例（平成 12年奈良市条例第 13号）第12条において準用する地方税法（昭和 25年

法律第 226号）第20条の2第1項の規定により、次のとおり公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

令和 5年9月26日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 この決定通知書の発送年月日 

 令和 5年6月14日 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 5年9月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 425号 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65

号）第6条第6項に基づき公告し、当該変更後の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の写しを次のとおり縦

覧に供します。 

 令和 5年9月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

 変更後の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

 奈良市観光経済部農政課内 

（令和 5年9月27日掲示済） 

 

奈良市告示第 426号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 
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 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 5年9月27日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 5年6月27日 奈良市指令整開 第23A-10号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和5年9月27日 第1862号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市芝 町四丁目3番3及び 3番7 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目 7番50号 

株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 

（令和 5年9月27日掲示済） 

 

奈良市告示第 427号 

令和 3年奈良市告示第233号（新型コロナウイルス感染症予防接種の実施）の一部を次のように改正し、令和 5年

9月25日から適用する。 

令和 5年9月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ ワクチンの種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所の表を次のよ

うに改める。 

予防接種の 

種類  
ワクチンの種類 予防接種の対象者の範囲  

予防接種を 

行う期間  

予防接種を 

行う場所  

新型コロナウ

イルス感染症 

コミナティ RTU

筋注（1価:オミ

クロン株XBB.1. 

5）（感染症の予

防及び感染症の

患者に対する医

療に関する法律

等の一部を改正

する法律の一部

の施行に伴う厚

生労働省関係省

令の整備に関す

る省令（令和 4

年厚生労働省令

第 165号）附則

第 4項の規定に

よりなおその効

力を有すること

とされる同省令

第 3条の規定に

よる改正前の予

防接種実施規則

（昭和 33 年厚

生省令第27号）

附則（以下「令和 

初回接種（令和4年12月

改正前省令附則第7条第

1 項の初回接種をいう。

以下同じ。） 

12歳以上の者 令和5年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

厚生労働省ホ

ームページ「コ

ロナワクチン

ナビ」に掲載さ

れている本市

内の接種会場 

令和五年秋開始接種（予

防接種実施規則附則第 8

条第1項の令和五年秋開

始接種をいう。以下同

じ。） 

12歳以上の者 令和5年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 
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 4年12月改正前 

省令附則」とい

う。）第7条第 1

項第 2号に規定

する方法） 

    

コミナティ筋注

5～11 歳用（1

価:オミクロン

株XBB.1.5）（令

和 4 年 12 月改

正前省令附則第

7 条第 1 項第 1

号に規定する方

法） 

初回接種 1 回目の接種

時において、5

歳以上12歳未

満の者 

令和5年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

令和五年秋開始接種 5歳以上 12歳

未満の者 

令和5年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

ヌバキソビッド

筋注（令和 4年

12月改正前省令

附則第 7 条第 1

項第 3号に規定

する方法） 

初回接種 12歳以上の者 令和4年5月25

日から令和 6年

3月31日まで 

令和五年秋開始接種 12歳以上の者 令和5年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

コミナティ筋注

6ヵ月～4歳用 

（1価：オミクロ

ン株 XBB.1.5）

（令和4年12月

改正前省令附則

第 7条第 1項第

4 号に規定する

方法） 

初回接種 1 回目の接種

時において生

後 6 月以上 5

歳未満の者 

令和5年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

令和五年秋開始接種 生後 6 月以上

5歳未満の者 

令和5年9月20

日から令和 6年

3月31日まで 

スパイクバック

ス筋注（1価:オ

ミクロン株XBB. 

1.5）（令和 4年

12月改正前省令

附則第 8 条第 1

項第 1号に規定

する方法） 

令和五年秋開始接種 6歳以上の者 令和5年9月25

日から令和 6年

3月31日まで 

備考 既に令和五年秋開始接種を受けた者にあっては初回接種を接種することができない。 

（令和 5年9月27日掲示済） 

 

奈良市告示第 428号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第2条の規定により、街区の区域及び街区符号を次

のとおり変更します。 

 令和 5年9月27日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更の年月日 

令和 6年1月22日 
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2 街区の区域の変更 

西大寺南町の一部（昭和 45年 12月1日住居表示実施） 

別図 1を別図2に示すとおり変更する。 

別図1及び別図2 省略 

（令和 5年9月27日掲示済） 

 

奈良市告示第 429号 

 令和 5年奈良市議会9月定例会において成立した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

219条第2項の規定により別紙のとおり公表する。 

 令和 5年9月28日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和5年度奈良市一般会計補正予算（第 4号） 

2 令和5年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第 2号） 

3 令和5年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第 1号） 

4 令和5年度奈良市病院事業会計補正予算（第 1号） 
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（令和 5年9月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 430号 

 令和 5年奈良市議会9月定例会において認定の議決がなされた次に掲げる奈良市歳入歳出決算及び奈良市公営企 

業決算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第67号）第233条第6項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 令和 5年9月28日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和4年度奈良市一般会計歳入歳出決算 

2 令和4年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算 

3 令和4年度奈良市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

4 令和4年度奈良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

5 令和4年度奈良市介護保険特別会計歳入歳出決算 

6 令和4年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算 

7 令和4年度奈良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

8 令和4年度奈良市病院事業会計決算 

9 令和4年度奈良市水道事業会計決算 

10 令和4年度奈良市下水道事業会計決算 
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（令和 5年9月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 431号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 10条第 3項の規定により利用者又は

所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭

和59年奈良市規則第35号）第5条の規定により告示する。 

 令和 5年9月29日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 処分の根拠 

移動日から 60日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

2 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

3 処分年月日 

令和 5年9月29日 

4 処分対象自転車等の移動年月日 

令和 5年2月8日、同月20日及び同月 27日 

（令和 5年9月29日掲示済） 

 

奈良市告示第 432号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 5年9月29日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 5年9月21日 

3 移動対象区域 

 近鉄学園前駅周辺、近鉄新大宮駅周辺、JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 5年9月29日掲示済） 

 

奈良市告示第 433号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区
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域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 5年9月29日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 5年9月25日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺、JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 5年9月29日掲示済） 

 

監   査 

奈良市監査委員告示第 15号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表します。 

令和 5年9月29日 

                              奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       宮 池   明  

同       内 藤 智 司  

土木管理課 

監査結果公表日 令和2年3月 30日（奈良市監査委員告示第 3号） 

措置結果通知日 令和5年9月 11日 

[監査の結果] [措置の内容] 

（2）道路占用料の前年度収入未済分の滞納繰越処理に

おいて、収入未済額の繰越調定が行われておらず、

滞納繰越金の全額納入後の10月に調定されていた。 

このような状態では、収入未済額が正確に把握で

きないことから、前年度収入未済額の繰越調定は、

奈良市会計規則第21条の規定に則り、適正に整理さ

れたい。 

（2）令和4年度における道路占用料の前年度収入未済 

分の滞納繰越処理について、奈良市会計規則第 21条

の規定に基づき、適正な時期及び額で調定処理を行

いました。  
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土木管理課 

監査結果公表日 令和4年3月 30日（奈良市監査委員告示第 6号） 

措置結果通知日 令和5年9月 11日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 行政財産使用許可（無線基地局）の使用料の徴収に

ついて、算定において準用する奈良市道路占用料に関

する条例（昭和 28年奈良市条例第 11号）の別表に記

載の金額ではなく、占用料徴収事務の取扱いについて

（平成 8年 1月 26日付け建設省道政発第 3号道路局

路線課長通達）に記載された金額を徴収していた。 

 行政財産使用料の徴収は、行政財産使用料条例（昭

和 49年奈良市条例第 19号）の規定に基づき、適正に

行われたい。 

 行政財産使用料の算定に当たっては、「占用料徴収事

務の取扱いについて」の通達は適用できないため、令

和4年度分から、行政財産使用料条例の規定に基づい

て算定するよう改めました。  

送配水管理センター（水質管理室を含む。） 

監査結果公表日 令和4年6月 30日（奈良市監査委員告示第 14号） 

措置結果通知日 令和5年9月 14日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 「緑ヶ丘浄水場緩速ろ過池洗浄委託」及び「木津川

水路開削委託」の関係書類を査閲したところ､いずれも

予算額は 1,000 万円以上であるが､単価契約の方法に

より委託契約を締結するに当たり､予定価格の決定者

を予算額ではなく 1回当たりの単価の予定価格で判断

し､課長職の所管所長が決定していた。 

 「予定価格及び最低制限価格等の設定に関する事務

取扱要領」第 3条第2号に、1件の見積金額が 1,000万

円以上の契約における予定価格の決定者は次長職以上

と規定されており、単価契約の場合、1件の見積金額を

予算額に読み替えて運用されていることから、当該予

定価格の決定者は次長職以上となる。 

 同事務取扱要領に基づき、適正な契約事務を行われ

たい。 

 令和5年度における「緑ヶ丘浄水場緩速ろ過池洗浄委

託」及び「木津川水路開削委託」の各委託について、い

ずれも予算額が 1,000万円以上であったため、予定価格

の決定者を次長としました。 

 今後も「予定価格及び最低制限価格等の設定に関する

事務取扱要領」に基づき、適正な契約事務を行います。 

農政課 

監査結果公表日 令和4年12月28日（奈良市監査委員告示第 22号） 

措置結果通知日 令和5年9月 15日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 職員の旅費に関する書類を査閲したところ、職員 1

名の市外旅費について、支払が行われていなかった。 

 旅費については、定期的に財務会計システム（旅行

件名選択ダイアログ）を利用して支払状況の確認を行

うなど、支払漏れのないよう徹底されたい。 

 当該職員の市外旅費について、令和 5年 2月 22日付

けで支払を行いました。 

 また、旅費の支払状況について財務会計システムによ

り確認することを課内で周知し、再発防止を図りまし

た。 

 切手類受払簿を査閲したところ、使用日、摘要、使

用者欄等が空欄となっている使用記録が複数見受けら

れた。 

 所管課においては切手を使用する際、使用者が切手

の払出枚数をメモに残し、受払簿の入力担当者がまと

めてエクセルで入力していたが、入力後メモは廃棄さ

れていたため、空欄となっている使用記録の内容を確 

 令和 5 年 2 月分から、切手受払簿の記録方法を手書

きに変更し、切手等を使用する度に各自で記入するよう

改めました。 
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認することができなかった。 

 切手類は現金等価物であるため、受払簿を切手使用

の都度手書きで記入することにより使用記録を確実に

残し、適正に管理するよう改められたい。 

 

消防課 

監査結果公表日 令和5年3月 31日（奈良市監査委員告示第 7号） 

措置結果通知日 令和5年9月 15日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 契約金額が20万円以上50万円以下の施設修繕料11

件について、全件請書を徴取していなかった。 

 請書は相手方が業務を受注したことを証明する重要

な書類であり、契約金額が 20万円以上のものについて

は徴取が必要である旨、平成 31 年 4 月に奈良市契約

規則第 21条第2項が改正されている。 

 請書の必要性について十分に理解の上、契約規則に

基づき適正な契約事務を行われたい。 

 監査での指摘以降、契約金額が 20万円以上50万円以

下の施設修繕の契約について、全て請書を徴取しまし

た。 

 今後も、契約事務を複数人による確認体制により執行

することを徹底し、奈良市契約規則に基づき適正な事務

処理に努めます。 

斎苑管理課 

監査結果公表日 令和元年12月27日（奈良市監査委員告示第 11号） 

措置結果通知日 令和5年9月 22日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 墓地使用料の前年度収入未済分の滞納繰越処理にお

いて、前年度決算における収入未済額と本年度の調定

額が一致していなかった。 

 これは、墓地使用料が財務会計システムとは別にエ

クセルファイルで管理されているが、その数値と財務

会計システムの数値とが一致していなかったためであ

った。墓地使用料の事務は担当者が一人で担っており、

担当者以外は内容を把握しておらず、チェック機能が

働いていない状態であった。 

 所管課は、公金である使用料の事務を行っているこ

とを十分に認識し、管理職を含めた複数の職員による

確認を徹底するなど、チェック機能が働く体制を整え

られたい。その上で、繰越の調定額は、前年度決算に

おける収入未済額と必ず一致すべきであることから、

適正な金額で調定を行われたい。 

 定期監査による指摘を受けて以降、墓地使用料の取扱

いにつきましては、財務会計システムとエクセルファイ

ルの突合（消込）作業を入金の都度、複数の職員により

行うとともに、月一回程度の割合で、管理職による確認

を行うよう手続を改めました。 

 これにより、令和 3年度以降の滞納繰越調定額は、前

年度決算における収入未済額と一致していることから、

今後においても引き続き前述の手続を継続し、適正に処

理してまいります。 

文化振興課 

監査結果公表日 令和5年3月 31日（奈良市監査委員告示第 7号） 

措置結果通知日 令和5年9月 26日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 奈良市ならまちセンター、奈良市音声館、なら 100

年会館及び奈良市美術館の管理について、指定管理者

を指定しているが、その旨の告示が行われていなかっ

た。 

 奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等

に関する条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第 4条

第 3項の規定に基づき、指定管理者の指定について告

示されたい。 

 奈良市ならまちセンター、奈良市音声館、なら 100年

会館及び奈良市美術館の指定管理者の指定について、令

和5年3月24日付けで告示を行いました。 

 また、奈良市音声館における大和のわらべうた全集売

払収入の徴収事務の委託について、令和 5年 3月 24日

付けで告示を行いました。 
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 また、奈良市音声館における大和のわらべうた全集

売払収入について、指定管理者に徴収事務を委託して

いるが、その旨の告示が行われていなかった。 

 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 158

条第 2項の規定に基づき、徴収事務の委託について告

示されたい。 

 予定価格20万円以上の施設修繕料の執行において、

見積書を 1者からしか徴取していない事例が 2件あっ

た。 

 奈良市契約規則（昭和 40年奈良市規則第 43号）第

18条の 2の規定に基づき、2者以上の見積り合わせに

より、適正な契約事務を行われたい。 

 令和 5年 4月から予定価格 20万円以上の施設修繕料

の執行については、見積書を 2者以上から徴取し、見積

り合わせを実施した上で適正な契約事務を行うよう徹

底しています。 

納税課 

監査結果公表日 令和5年3月 31日（奈良市監査委員告示第 6号） 

措置結果通知日 令和5年9月 27日 

[監査の結果] [措置の内容] 

市税において出納整理期間中に還付処理ができてい

ない額について、同期間中に翌年度の歳入に振り替え

る処理を行っていた。また、決算上の還付未済額につ

いて、還付処理ができていない額に加え、還付処理を

行ったもののうち還付対象者が受け取っていない額も

含まれていた。 

 市税の収入済額の中には、過誤納による納税者への

還付が必要なものが含まれている。この還付が必要な

ものについては、還付処理を行い収入済額から減額し、

出納整理期間中に還付処理ができていない額について

は収入済額に含めることとされている。また、決算上

の還付未済額は、収入済額のうち還付処理ができてい

ない額のみを表示することとされている。 

還付未済額は、今後の決算においては正確な計数を

つかんだ上で、収入済額に含められたい。 

 令和4年度の決算処理を行うに当たり、市税の決算上

の還付未済額は、収入済額のうち還付処理ができていな

い額のみを表示するように改めました。その上で還付未

済額について、これまで翌年度の歳入への振替処理を行

っていましたが、収入済額に含めるように改めました。 

国保年金課 

監査結果公表日 令和元年6月 28日（奈良市監査委員告示第 5号） 

措置結果通知日 令和5年9月 28日 

[監査の結果] [措置の内容] 

（1）国民健康保険料の前年度収入未済分の繰越調定に 

おいて、監査基準日である平成 31年2月末日現在 

で調定が行われていなかった。 

調定は金額が確定次第、速やかに行われたい。 

（1）令和5年度の滞納繰越事務において、金額が確定次 

第、速やかに調定を行いました。 

国保年金課 

監査結果公表日 令和5年3月 31日（奈良市監査委員告示第 6号） 

措置結果通知日 令和5年9月 28日 

[監査の結果] [措置の内容] 

国民健康保険料の滞納繰越事務において、当初調定

額が本来の計数と異なっていた。 

 これは、国民健康保険料の収入済額には過誤納に伴

う還付未済額が含まれていることから、滞納繰越額を 

令和5年度の滞納繰越事務において、前年度収入未済

額に還付未済額を加算した額を算定し、併せて国民健康

保険料システムから出力された滞納繰越調定額と一致

していることを確認した上で調定を行いました。 
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算出する際に、前年度の収入未済額に還付未済額を加

算する必要があったが、所管課では加算が行われてい

なかったことが原因であった。 

滞納繰越は、債権管理を適正に行うために必要な手

続であることから、正確な額で調定を行われたい。 

 

（令和 5年9月29日掲示済） 

 

公 営 企 業 

奈良市企業局告示第 50号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 7条の規定により奈良市

企業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、同規程第 10 条の規定により次

のとおり公示する。 

 令和 5年9月22日 

    奈良市公営企業管理者  池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 届 出 日 

株式会社グローウィンオール 代表取締役 宮崎 泰任 
大阪市港区磯路三丁目 24番11

号 
令和5年9月14日 

（令和 5年9月22日掲示済） 

 

教 育 委 員 会 

奈良市教育委員会告示第 14号 

令和 5年 9月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和 5年9月26日 

                            奈良市教育委員会      

                             教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 5年9月28日（木） 午前 10時から 

2 場 所 

奈良市役所 中央棟地下1階 B1会議室 

3 会議に付すべき事案 

教育長報告 

 教育長報告（1）令和6年度奈良市立一条高等学校入学者選抜実施要項について 

議事 

議案第25号 奈良市黒髪山キャンプフィールド条例施行規則の一部改正について 

 議案第26号 奈良市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命について 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時から午前 9時 50分まで、教育政策課にて行います。定員は 5名で、定員になり次

第締切させていただきます。 

（令和 5年9月26日掲示済） 


